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ク
ラ
l
ク
の
楠
民
地
無
償
値
論

金

持

良[5

じt

ヵ=

き

し

植
民
地
の
領
有
を
以
て
圃
家
の
利
径
と
す
る
見
解
の
一
一
般
的

に
確
立
さ
れ
た
の
は
前
世
紀
の
巾
装
以
降
で
あ
っ
て
、
十
八
位

紀
の
イ
ボ
淡
に
宝
る
迄
は
浦
次
も
海
外
波
似
品
円
も
他
民
地
獲
得
の

話
盗
伊
一
向
し
ご
む
た
と
見
る
と
と
土
川
東
な
ρ
。
卜
九
世
記

o

t

;

J

i

l

-

-

i

f

-

-

一

1
1〈

前
半
に
あ
っ
て
は
、
欧
洲
諸
図
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
後
の
悶
内
整

現
に
逐
は
れ
て
、
英
併
が
狭
小
怒
る
地
域
を
獲
得
し
た
ほ
か
は
、

新
友
る
摘
民
地
の
獲
得
の
た
め
忙
権
力
を
行
使
す
る
と
と
を
し

な
か
っ
た
。
準
設
の
領
域
に
於
て
は
、
植
民
地
の
諸
問
題
の
鰹

系
的
考
察
の
成
立
が
ほ
ピ
前
世
紀
の
中
葉
以
後
に
属
す
る
た

め
、
こ
れ
以
前
に
於
け
る
問
題
の
取
扱
ひ
は
、
車
に
諸
科
由
宇
が

そ
の
必
要
と
す
る
限
り
に
於
て
こ
れ
に
掛
す
る
個
別
的
解
明
を

血
ハ
へ
て
来
た
に
止
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
植
民
地
問
題
の
全
般

的
理
解
の
売
め
の
科
接
的
研
究
の
態
度
が
確
立
さ
れ
て
後
は
、

ダ
ラ

l
ク
の
植
民
地
無
償
値
論

植
民
地
領
有
の
岡
家
に
封
ず
る
慣
備
の
問
通
も
勿
論
科
事
的
苦

作
の
多
数
の
中
に
於
て
取
扱
は
れ
て
来
た
。

前
世
紀
の
八
十
年
代
以
降
、
所
謂
帝
闘
主
義
の
時
代
に
入
る

と
共
に
、
殆
ん
ど
す
べ
て
の
舵
民
政
策
論
は
岡
家
主
義
の
立
場

を
採
り
、
卒
直
に
無
保
件
に
植
民
地
領
有
の
利
益
を
説
き
、
植

民
地
利
用
の
方
法
を
究
明
し
た
の
で
あ
る
d

し
か
し
な
が
ら
他

方
帝
図
主
義
に
劃
す
あ
科
率
的
研
究
の
成
立
せ
し
後
は
、
と
の

研
究
は
帝
国
主
義
設
生
の
必
然
性
に
到
し
一
の
科
接
的
論
殺
を

興
ふ
る
と
北
ハ
に
、
ベ
怜
問
主
義
M
A
帝
国
主
義
問
中
小
訟
の
階
級
性
喜
一
間

明
し
た
の
で
あ
る
。
商
来
閲
家
主
義
接
説
と
批
判
皐
訟
と
は
帝

園
主
義
論
を
め
ぐ
っ
て
針
立
し
た
。
し
か
し
て
大
戦
は
こ
の
批

判
開
甲
読
を
一
週
か
に
有
力
化
せ
し
む
る
と
共
に
漸
次
之
を
ま
た
禰

落
せ
し
む
る
に
至
っ
た
。

こ
の
間
に
於
で
国
家
主
義
製
読
の
中

に
重
要
な
る
溌
化
が
現
は
れ
て
来
た
。
即
ち
在
来
の
国
家
主
義

的
植
民
政
策
論
が
現
状
維
持
を
立
前
と
す
る
技
術
論
に
脱
化
し

た
こ
と
が
そ
の
一
つ
。
他
の
一
つ
は
樹
端
友
る
岡
家
主
義
性
格

を
示
現
し
て
列
強
同
忙
植
民
地
再
分
割
の
必
要
を
説
く
も
の
が

出
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
更
に
い
ま
一
つ
現
状
維
持

第
四
十
九
巻

第
六
競

九

O
九

九

植民政策論の大多数百著惑はこの時代乃産物である。 この時便に有力なる事
者にして多大の努力を傾注せる著作を姥寸』し人がある。 Luc田 (C.P.)， Egerton 
(H. E.)， Snow (A.日)， Reinsch (P.広)，'Jrelan'd (A)， K.eUer (A. G.)， Gir:，ult 
(A)， Leroy.Beaulieu (P)， Rosche，' (W)， Stengel (c. V・)， Z.immermann (A)~ 
Supan (A)， Kobner (0.)等はこの例で島る。



クラ
1

ク
の
植
民
地
無
償
位
論

bq-
立
前
と
す
る
平
和
主
義
聞
常
設
の
成
立
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
新

形
成
の
三
準
設
は
同
家
一
般
の
要
求
に
立
脚
す
る
も
の
で
は
た

く
、
夫
々
特
定
閥
家
の
利
九
分
を
代
表
す
る
た
め
に
、
現
在
激
し

き
針
立
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。
猟
伊
の
曲
学
説
は
殆
ん
ど
前
者
を
代

表
し
、
英
米
の
間
四
平
批
は
硝
ん
ど
後
担
引
を
代
表
す
る
。

i
;
1
2
4
1
!〉

寺山相
j
話回キ

F一
r
l

り
ん
リ
独
立

H
q
H
)
)
問中

l
;
目
、

2
1

F
4
j
l
r制
上

t
u
j
l
h
v
話
斗
ノ
司
阿
倍

を
警
む
る
か
、
又
は
進
ん
で
過
少
評
債
を
行
ふ
知
に
あ
る
。
平

和
維
持
の
手
段
に
闘
し
て
は
見
解
の
相
違
ど
示
し
て
ゐ
る
が
、

植
民
地
の
債
依
の
評
債
に
閲
し
て
は
ほ
Y

そ
の
態
度
を
一
に
し

て
ゐ
る
。

と
の
平
和
主
義
墜
設
の
一
つ
の
例
と
し
て
ク
ラ

l
ク

(の
Zda『

O
E
r
)

出
回

制
~ 

2 
rn 
m 
m 

回・4

E 

苦言
島園
li :t: 
M 義
S の
ご:;6)パ

を 7

皐ン
げス
る V

こ 1
とト
が』

，'1J 
来

の

る
。
事
設
と
し
て
は
未
だ
幾
多
の
黙
に
於
て
不
充
分
注
る
も
の

で
あ
る
が
、
し
か
も
な
ほ
平
和
主
義
製
設
の
植
民
地
債
値
の
問

題
に
封
ず
る
取
扱
ひ
方
を
知
る
に
足
る
と
町
山
ふ
。
筆
者
が
人
口

と
貿
易
と
原
料
の
三
方
面
に
分
っ
て
植
民
地
の
債
値
を
評
慣
す

る
の
態
度
を
取
れ
る
た
め
、
彼
の
述
ぷ
る
庭
に
従
び
そ
の
所
説

を
紹
介
す
る
と
と
と
す
る
。

(吋

-z

償
四
十
九
巻

第
六
競

九

O 

O 

人
口
受
容
力
に
閲
す
る
-
謬
想

地
民
地
が
人
口
の
軍
要
な
る
捌
け
口
を
提
供
す
る
と
い
ふ
従

十
米
民
〈
信
ぜ
ら
れ
た
る
見
解
の
誤
謬
を
計
数
的
に
詩
明
す
る
と

と
は
、
観
め
て
容
易
で
あ
る
と
ク
ラ

1
ク
は
一
一
員
ふ
。

ま
づ
猟
逸
に
就
い
て
み
れ
ば
、

そ
の
椛
民
地
の
ム
ヘ
部
分
を
獲

伺
し
て
よ
り
二
十
作
後
の
一
九
一
一
一
一
年
に
、
抑
制
巡
の
一
切
の
海

外
相
民
地
に
あ
る
潤
逸
人
は
そ
の
数
僅
に
一
一
寓
人
足
ら
や
で
あ

っ
た
。
伊
太
利
に
就
い
て
み
れ
ば
、
前
世
紀
の
八
六
年
目
降
最

近
に
至
る
迄
に
、
そ
の
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
へ
の
純
移
住
人
口

は
約
七
千
人
に
し
か
過

FhH
。

一
八
六
五
年
よ
り
一
九
二
四
年

に
至
る
六
十
年
間
に
、
和
蘭
人
は
遣
に
杭
民
地
よ
り
本
園
へ
、

一
高
七
千
人
流
入
し
て
ゐ
る
。
悌
蘭
商
人
は
一
九
二

O
年
よ
り

一
九
三
三
年
に
至
る
聞
に
、
欧
州
以
外
の
大
陸
へ
移
住
せ
し
も

の
は
僅
か
に
三
高
三
千
人
を
数
ふ
る
の
み
で
あ
る
。

一
八
八
六
年
よ
り
一
九
三
三
年
に
至
る
聞
に
英
闘
の
港
を
出

議
し
て
、
欧
洲
外
の
大
陸
に
渡
航
せ
し
各
国
民
の
線
数
は
二
千

八
百
寓
人
に
及
ぶ
が
、

と
の
う
ち
英
国
の
貨
の
支
配
力
の
及
べ

る
杭
民
地
(
即
ち
自
治
領
を
除
〈
)
に
赴
き
し
も
の
は
五
・

O
%に

Hobs叩(J.A.)， Imperialism. A Study. (19"2)在時計J矢と見るととが由来品。
Ange1ino (K.)， Colonial Policy. 2 vol. tran:;l. 193工部はその例。
Schnee (H.)， Kolonialproblem，その他多数白調治人論者の菩。
Angell (N.)， "This Have nnd IIave-not Busino:ss" (1:'986)， Th:J Royal In-
~titute of Inte'rnational affair~，“ Raw Materials and Colonies u (1936) その

)
)
)
)
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k
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し
か
過
ぎ
ぬ
。
更
に
遡
っ
て
一
八
一
有
一
年
以
降
に
就
い
て
み
れ

ぽ
二
九
三
三
年
に
至
る
一

一
八
年
間
に
土
の
比
率
は
三
・
五
%

に
低
下
す
る
こ
と
と
友
る
。

一
九
三

O
年
に
は
統
育
市
陀
居
住
せ
る
米
人
以
外
の
白
人
人

口
は
三
十
蔦
人
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
数
は
前
世
紀
中
に
ア
フ
リ

カ
に
移
住
せ
し
欧
洲
人
総
裁
の
七
倍
以
上
に
営
っ
て
ゐ
る
。

コ
ウ
ハ
ム
プ
シ
市
イ
ア
州

(Z2同

F
E
T
V
Z
3
)
に
居
住
せ
る
欧
洲

人
は
、

今
日
に
於
て
は
、

過
去
五
十
年
聞
に
ア
ジ
ア
に
移
住
せ

d

吹
川
人
向
山

f
f『

J
E
:
4
1
f
J
2
D
5
3

ド

p
r
:市川
L
r
J
f
て
ι九
万

U

日
本
に
就
い
て
み
れ
ば
、

一
九
二
五
年
よ
り
一
九
三
二
一
年
の

間
に
八
百
高
人
の
人
口
靖
加
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
間
に
於
け
る

日
本
人
の
そ
の
楠
民
地
へ
の
純
移
出
民
は
二
十
九
高
四
千
人
未

浦
で
あ
る
。

こ
れ
は
増
加
人
口
の
三
・
七
%
に
し
か
過
ぎ
由
。

他
方
僅
か
に
六
百
一
両
人
の
人
口
を
有
す
る
に
過
ぎ
ね
瑞
典
は
、

過
去
半
世
紀
に
七
十
七
高
五
千
人
の
移
民
を
選
出
し
て
ゐ
る
。

と
の
教
は
同
巳
期
間
に
於
け
る
日
本
人
移
出
民
数
の
約
半
ば
に

営
つ
て
ゐ
る
。

か
〈
て
植
民
地
が
人
口
の
捌
け
口
と
し
て
章
一
要
な
る
役
割
を

グ
ラ

1
ク
の
植
民
地
無
償
値
論

持
っ
と
左
ナ
主
張
の
誤
謬
は
、
か
a
A

る
記
録
の
前
に
は
徐
り
に

明
白
に
し
て
ヨ
リ
以
上
論
議
の
徐
地
を
存
し
な
い
と
ク
ラ
l
ク

は
言
ふ
。

貿
易
上
の
利
盆
に
闘
す
る
謬
想

貿
易
に
闘
す
る
記
録
も
、
植
民
地
領
有
の
利
径
を
過
大
腕
ナ

る
論
者
を
失
望
せ
し
む
る
に
十
分
で
あ
る
。

一
八
九
四
年
よ
り

一
九
一
一
一
三
年
に
至
る
三
十
九
年
間
に
、
伊
太
利
は
そ
の
植
民
地

と
五
十
五
億
六
千
一
百
市
内
リ
ラ
の
貿
易
を
行
っ
て
ゐ
る
が
、

~tl.. C) 

1萄 ?1を
~~ I:l: 
の問
場 1"
1S'"問
はPrll
- 0コ
ノ工作l

九六;
阿5IU
S手 (7)

上部l
り タト
~ J:~ 

}L J!~J 
一一在r~
2主 Uコ
年
ttptj 

'E 1，:: 
る:梢
二二 戸こ

十
年
間
に
、
十
億
二
百
寓
マ
ル
ク
の
貿
易
を
行
っ
て
ゐ
る
が
、

之
も
劉
外
貿
易
総
額
の

0
・
四
%
未
満
で
あ
る
。

働
蘭
西
、

本
に
就
い
て
は
事
態
は
比
較
的
好
調
に
進
ん
で
ゐ
る
。
悌
蘭
西

は
一
八
九
四
年
よ
り
一
九
三
四
年
に
至
る
聞
に
、
怖
民
地
と
の

聞
に
一
二
四
、
一

O
一
百
寓
フ
ラ
ン
の
貿
易
を
行
っ
て
ゐ
る
が
、

之
は
こ
の
聞
の
針
外
貿
易
線
額
の
一
四
・
二
ハ
%
に
営
る
。

本
は
一
九
一
一
一
一
年
に
於
て
針
植
民
地
貿
易
額
一
二

O
百
寓
固
で

一
九
三
四
年
に
は
一
、
六
二
七
百
寓
闘
と
な
っ
て
ゐ
る
。

あ
り
、

第
四
十
九
巻

九

第
六
競

と

他多数ある。
クラークは米人、嘗で北京犬皐白教授た 1)。木舎はカーネギー則閣の補助を
受けて執筆主主表せ Lものである。 (P:ref:l.c.e) 

日日

6) 



クラ
I

ク
の
植
民
地
無
償
値
論

朝
鮮
と
春
一
湾
と
は
一
八
九
四
一
九
三
四
年
間
に
一
五
五
億
園

の
取
引
を
本
閣
と
の
聞
に
行
っ
て
ゐ
る
が
、
之
は
本
闘
の
針
外

貿
易
額
の
一
五
・

O
八
%
に
常
っ
て
ゐ
る
。

日
本
の
植
民
地
貿

易
が
偽
蘭
問
と
同
様
好
調
を
以
て
後
展
せ
し
理
由
は
、

日
本
が

ま
た
帥
蘭
問
と
同
様
、
重
商
主
義
的
政
策
を
強
行
せ
し
に
由
る

と
グ
ラ

l
ク
は
主
張
し
て
ゐ
る
。

(
自
治
領
を
除
〈
〉
は
、

/¥. 
九
四
1f. 
1<: コ古

於両
」 ι〉

金約
第悟
手頂日
〆 >'11)
:二関

巴3

::::!IJ 

抗日

八
八
%
、

一
九
一
三
年
に
於
て
ご
ニ
・
九
九
%
、

一
九
三
四
年

に
於
て
一
五
・
八
六
%
で
る
る
。

い
ま
之
を
植
民
地
の
側
よ
旬
見
る
と
し
て
、
例
を
英
国
の
槌

民
地
に
取
れ
ば
、
そ
の
線
貿
易
額
中
に
占
む
る
針
本
因
貿
易
の

割
合
は
、

一
八
五
四
六
四
年
に
於
て
四
八
・
七
%
、

戸、

九

四

l
一
九

O
三
年
に
於
て
四
七
二
三
%
、

一
九
二
九
コ
一
三
年

に
於
て
三
六
・
一
%
と
逐
吠
減
少
し
て
行
っ
て
ゐ
る
。

之
を
印

度
に
就
て
み
れ
ば
、
右
の
各
期
聞
に
針
芙
本
剛
貿
易
額
は
夫
k

五
二
・
一
%
、
四
四
・
五
%
、

日

す
れ
ば

印
度
ι〉

針
外
貿
易一

於 士
け-
A % 
地宇
佐 J な

は'つ
1/ て

よゐ
り る
'/τ 。
〆¥

と
低
下
し
た
の
で
あ
る
。
間
治
領
の
側
よ
り
見
れ
ば
、
お
の
各 換
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期
間
に
於
て
夫
々
五
0
・
0
%
、

五
六
・
二
%
、

四
二
二
三

M
F

同
様
に
下
降
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
更
に
之
を
英
本
園
の
側
よ

り
見
れ
ば
、
自
治
領
を
含
め
た
る
全
海
外
領
土
の
貿
易
は
、

九
一
三
年
に
於
て
英
本
園
練
貿
易
傾
の
五
七
・
凶
%
、

九

四
年
に
ほ
五
了
一
広
と
下
溝
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
と
と
は
、

支
配
は
貿
易
そ
招
来
マ
り
心
、
と
の
熱
烈
な
る
ん
じ
張
者
佐
犬
山
王
せ

し
む
る
に
足
る
の
み
な
ら
や
、
併
せ
て
主
要
な
る
事
貨
を
閑
明

す
る
。
帥
ち
英
国
は
八
十
年
前
に
比
し
、
そ
の
自
治
領
に
到
す

る
依
存
性
を
深
め
て
ゐ
る
に
反
し
、
自
治
領
を
含
め
た
る
海
外

領
土
は
、
そ
の
本
固
に
針
す
る
依
存
性
を
漸
次
低
下
し
つ
L

あ

る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
と
の
貿
易
額
を
植
民
地
統
治
に
要
す
る
経
費
と
比
較
す

れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
伊
太
利
は
一
九
一
三
年
よ
り
一
九

二
年
に
至
る
二
十
年
、
聞
に
」
ぺ
八
瓦
六
百
寓
リ
ラ
を
支
出
し
て

ゐ
る
。
然
る
に
針
植
民
地
貿
易
額
は
、
之
に
先
立
つ
二
十
年
を

加
へ
た
る
四
十
年
間
に
就
い
て
み
る
も
、
五
、
五

O
O百
高
リ

ヲ
に
し
か
逮
せ
一
回
。
し
か
も
伊
太
利
は
エ
チ
オ
ピ
ア
を
獲
得
す

る
た
め
に
最
初
の
六
ヶ
月
に
百
借
り
ラ
以
上
を
支
出
せ
し
と
と



は
公
判
恨
の
一
不
ナ
庭
で
あ
る
。
調
泡
は
一
八
九
四
年
よ
り
一
九
一

三
年
に
至
る
聞
に
海
外
領
土
左
の
聞
に
、
九
七
二
百
高
7

ル
ク

の
貿
易
を
行
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
期
間
に
於
け
る
植
民
地
経
費

は
膝
州
の
共
を
除
い
て
も
、
一
、

0
0二
百
高
マ
ル
ク
に
上
っ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

英
国
、
悌
蘭
四
、
日
本
等
は
植
民
地
統
治
費
の
貿
易
額
に
針

す
る
制
合
は
比
較
的
紗
少
で
あ
る
が
、
併
し
図
防
建
中
或
程
度

の
繍
は
之
を
他
民
地
支
問
の
た
め
に
支
出
さ
れ
た
ろ
も
の
と
見

俄
に
園
防
費
を
、
針
外
圏
貿
易
額
と
封
植
民
地
貿
易
額
の
比
率

に
従
っ
て
二
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
か
く
し
て
惟

民
地
領
有
の
た
め
に
支
出
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
防
備
費
を

直
接
の
椛
民
地
統
治
費
に
加
へ
、

か
く
し
て
得
ら
れ
た
る
額
を

針
植
民
地
貿
易
額
と
比
較
す
れ
ば
、
英
仰
日
何
れ
の
揚
合
に
も

二
十
%
を
超
す
の
で
あ
る
。
他
方
他
民
地
貿
易
に
よ
っ
て
得
ら

る
べ
き
純
利
潤
は
四
.
五
形
で
あ
る
か
ら
、
統
泊
費
は
貿
易
利
潤

を
は
る
か
に
超
過
し
て
ゐ
る
こ
と
を
知
り
得
る
。

一
般
に
貿
易

の
利
ハ
北
は
植
民
地
統
治
費
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。

ク
ラ
ト
ク
の
植
民
地
無
償
値
諭

植
民
地
領
有
と
原
料
の
獲
得

原
料
獲
得
の
た
め
に
政
治
的
支
配
を
必
要
と
寸
る
と
い
ふ
主

張
は
、
既
漣
の
二
つ
の
議
論
と
同
級
何
等
事
責
上
の
根
協
を
有

す
る
も
の
台
友
い
と
ク

-
7
1
ク
は
主
張
す
る
。

植
民
地
の
領
有
が
戦
時
に
於
け
る
原
料
供
給
の
確
貫
性
を
保

障
す
る
と
い
ふ
主
張
は
訣
れ
る
認
識
に
基
〈
議
論
に
し
亡
、
事

震
は
、

と
の
確
賞
作
が
原
料
の
行
在
す
る
地
域
と
の
聞
の
交
通

路
の
安
全
性
佐
保
時
し
件
る
武
力
の
か
什
ホ
に

mm
っ
て
ゐ
る
と
1
t

在
数
へ
て
ゐ
る
。
大
戦
以
之
に
到
し
て
最
も
よ
誉
逝
例
を
油
開
し

で
央
れ
た
。
印
ち
濁
逸
は
海
上
を
封
鎖
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
の

領
有
せ
し
海
外
領
土
か
ら
原
料
を
轍
入
ず
る
こ
と
な
〈
、
専
ら

そ
の
接
壌
地
域
か
ら
原
料
を
愉
入
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。今

日
若
し
外
困
人
に
剥
し
て
、
植
民
地
が
‘
不
営
怠
る
償
絡
を

要
求
す
る
か
、
又
は
全
然
そ
の
輪
出
を
許
さ
な
い
左
ら
ぽ
、
貿

易
路
の
安
全
を
保
障
さ
れ
て
あ
る
限
り
は
、
他
の
何
れ
の
国
に

到
つ
で
も
此
等
原
料
を
購
求
し
得
る
で
あ
ら
号
。

一
般
に
有
利

な
る
事
業
に
於
け
る
と
同
じ
く
、
原
料
資
源
に
就
い
て
も
、
調
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ク
ラ

1
ク
の
植
民
地
無
償
値
論

占
利
径
を
獲
得
す
る
た
め
に
政
治
的
支
配
力
を
行
使
し
得
る
機

舎
は
、
現
在
甚
だ
少
〈
な
っ
て
爽
て
ゐ
る
。
そ
の
主
左
右
理
由

は
二
つ
で
る
る
。

一
つ
は
突
然
資
源
に
代
る
べ
き
代
用
品
の
製

活
に
於
け
る
顕
著
た
る
進
歩
が
行
は
れ
て
ゐ
る
と
と
、
他
の
一

つ
は
蹴
産
物
と
農
産
物
の
雨
方
出
に
於
て
r
新
資
源
の
間
後
に
懸

九
叩
な
乙
川
力
が
提
出
J
d
れ
と
周
り
、
と
れ
が
良
川
町
の
成
泌
を
和

げ
て
ゐ
る
と
と
、

と
の
こ
つ
の
則
一
山
に
よ
る
の
で
あ
る
。

例
へ
ば
智
利
は
位
十
日
て
硝
石
の
柑
界
的
調
占
師
怖
を
把
握
し
て
ゐ

た
。
し
か
る
に
安
中
空
索
の
同
定
方
法
が
考
案
せ
ら
れ
る
に
至

っ
て
そ
の
狗
市
的
意
義
を
喪
失
し
て
し
ま
勺
た
。
合
成
ゴ
ム
に

こ
の
資
験
が
早
や
成
坊
に
近
づ
き
つ
?
あ
る
た
め

つ
い
て
は

に
、
産
業
化
の
進
め
る
諸
図
は
そ
の
原
料
供
給
の
杜
絶
に
よ
っ

て
蒙
る
べ
き
打
墜
に
封
ず
る
不
安
を
漸
次
脱
却
し
つ
a
A

あ
る
。

恐
ら
く
は
他
の
資
源
に
つ
い
て
も
同
様
な
る
現
象
が
成
立
し
て

来
る
と
す
れ
ば
、
資
源
に
針
す
る
政
治
的
支
配
力
の
意
義
は
従

前
に
比
し
は
る
か
に
軽
微
た
る
も
の
と
化
す
る
で
あ
ら
う
。

弐
に
新
資
源
の
開
設
が
既
存
資
源
の
意
義
を
稀
薄
化
し
て
来

る
例
を
摩
ぐ
れ
ば
吹
の
泊
り
で
あ
る
。

い
ま
鋭
鎖
に
就
て
み
る
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四

に
、
合
衆
国
一
ω
生
房
長
は
、

一
九
二
五
!
二
八
年
の
平
均
に
於

」
世
界
生
産
量
の
三
九
・
一
%
一
で
あ
っ
た
が
、

一
九
三
三
年
に

は
一
九
・
一
%
に
減
少
し
て
ゐ
る
。
之
に
針
し
、
同
じ
期
間
に
、

働
蘭
問
は
二
五
・
八
ゑ
よ
り
一
三
一
一
・
つ
%
に
、

英
国
は
五
・
七
%

よ
り
八
・
三
%
に
品
川
口
加
し
ご
ゐ
る
。

銅
に
就
て
み
る
に
、

同
Ui 

一上
<0 

.il.:，lJ 

川

j/'~ 

-
L
，
フ
司
、

J
F
，
自
1
6

工
)
二
竹
土

仰
子
J

o

r

1

d

i

l

f

¥

O
ノ

ι'

ム
汗
山
仇
川
削
は
五

低
下
し
、
日
本
は
問
・
四
%
よ
り
六
・
六
%
に
増
加
し
て
ゐ
る
。

ア
ジ
ア
全
憾
と
し
て
も
五
・
一
%
よ
り
八
・
六
r
A
へ
、
欧
洲
も
七
・

三
%
よ
り

一
四
二
二
%
へ
夫
々
増
加
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
の
計

数
は
す
べ
て
生
産
に
於
け
る
合
衆
閣
の
地
位
の
比
較
的
に
低
下

し
て
ゐ
る
と
と
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。
棉
花
、
羊
毛
、
砂
糖
、
小

姿
、
ゴ
ム
等
の
農
産
物
の
領
域
に
於
て
も
、
新
資
源
の
開
設
が

奮
資
源
の
地
位
を
相
針
的
に
低
下
せ
し
め
つ

L
あ
る
こ
と
を
数

字
が
示
し
て
ゐ
る
。

四

結

ぴ

ク
ラ
1
ク
の
所
論
は
右
の
如
〈
で
あ
る
。
之
に
よ
っ
て
知
ら

る
L
如
く
、
そ
の
主
張
は
極
め
で
簡
単
に
し
て
、
そ
の
推
論
の

方
法
は
未
だ
幼
稚
の
域
を
股
し
な
い
。
同
様
に
植
民
地
領
有
の



慣
値
を
否
定
す
る
エ
ン
ゼ
ル

(
Z
〉
口
問
。
】
]
)
に
比
す
る
も
そ
の
論

旨
の
徹
底
に
於
一
劣
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
主
要
友
る
侠
陥
は
三
つ
。

ち

つ
は
、
航
民
地
鎖
布
を
償
値
あ
ら
し
む
べ
き
諸
僚
件
に

関
す
る
徹
底
的
分
析
が
行
は
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
、

二
は
と
れ
ら

の
諸
傑
件
の
歴
史
的
意
義
に
闘
す
る
把
握
が
行
は
れ
て
ゐ
な
い

こ
と
、

一
は
計
数
を
綴
使
す
る
に
や
回
っ
て
、
主
張
。
ι剛
一
涯
に
役

立
つ
べ
き
も
の
の
み
を
拾
ひ
上
げ
、
主
張
を
否
定
す
る
に
役
立

つ
べ
き
計
裁
を
不
問
に
付
し
た
る
こ
と
、

こ
の
三
制
で
あ
る
。

繍
じ
て
説
日
日
行
の
主
恨
は
何
等
慨
し
き
も
の
な
ぐ
、

平
に
そ
の
主

張
の
本
礎
付
け
に
賓
誰
的
方
法
主
肘
ひ
て
ゐ
る
貼
に
注
目
さ
る

ぺ
き
の
み
で
あ
る
。
た
ピ
彼
が
巻
末
に
掲
げ
た
る
多
数
の
統
計

表
は
、
彼
れ
の
蒐
集
整
珂
に
係
る
も
の
に
し
て
、
今
後
の
植
民

地
問
題
及
帝
国
主
義
の
諸
問
題
を
研
究
す
る
上
に
有
力
た
る
一
様

粁
を
提
供
す
る
意
味
に
於
て
、
貴
重
友
る
一
寅
献
を
な
せ
る
も
の

と
言
は
た
け
れ
ば
友
ら
ぬ
叫
之
等
の
計
数
は
十
分
に
駆
使
さ
れ
、

残
れ
る
諸
方
面
へ
の
記
録
が
新
た
に
集
成
さ
れ
、
以
て
彼
れ
の

主
張
が
賓
詮
的
に
吋
陣
式
さ
れ
或
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
、
員

の
意
味
に
於
け
る
批
判
の
方
向
と
得
す
べ
き
で
あ
る
。

大
工
場
が
地
方
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
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